
 

 

あいち木造建築マイスター認定要領 
 

（趣 旨） 

第１ 近年、脱炭素と持続可能な社会の実現の観点から、環境に優しく、再生可能な資

源である木材が注目されている。また「脱炭素社会の実現に資する等のための建築

物等における木材の利用の促進に関する法律（平成 22 年法律第 36 号）（都市の木

造化促進法）」では、公共建築物だけでなく民間建築物においても木材利用を促進

する方針が示された。県においても、「愛知県木材利用促進条例（令和３年 10 月 15
日条例第 38 号）」を制定し、都市部をはじめとする県内全域において、愛知県産木

材利用の取組を進めている。 
そのような状況のもと、木材利用の普及や後進の指導を担う者として、木造に関

する高度な知識と豊富な経験を有する者を「あいち木造建築マイスター」（以下、

「マイスター」という）として認定・公表することで、愛知県産木材を用いた非住

宅建築物の取組を支援し、木造・木質化に関わる人材の育成を図るとともに県内の

木材利用を推進する。 
 
（活動内容） 

第２ マイスターは、以下の活動を行うものとする。 
（１） 非住宅建築物の木造・木質化の提案・相談対応 
（２） 木造・木質化に関わる者の育成・指導 
（３）県民への県産木材利用の普及・啓発 
（４）県産木材利用推進活動に係る県との協働活動 

 

（認定要件） 

第３ 以下の（１）（２）を必須とし、（３）又は（４）に該当する者とする。 
（１）愛知県に在住又は在勤の者（個人事業主を含む。） 
（２）県による連絡先等の個人情報公開を承諾する者 
（３）県が実施する木造建築技術者育成講習（以下「講習」という）の修了者で、戸建

て住宅以外の木造建築物に主導的にかかわった実績が 10 件以上あり、その情報に

関して、県の Web サイト等での公開を承諾する者。ただし、知事が適当と認める

者は講習の修了を要さない。 
（４）木材や木造建築に関する知識・経験が豊富であり、愛知県における木造建築の普

及活動について、その活躍が特に目覚ましい者 
 
（認定方法） 

第４ 認定は所属する企業・団体の推薦又は自己推薦により、「環境都市実現のための

木造化・木質化推進あいち協議会」（以下、「協議会」という）へ推薦書（様式１）



 

を提出する。 
２ 推薦書は認定を受けようとする年度の７月末までに提出する。 
３ 協議会は推薦書の内容を確認し、適当と認める場合は様式２により知事へ提出する。 
４ 知事は推薦のあった者について、県で組織する認定委員会において審査し、適当で

あると認める者をマイスターとして認定する。 
５ 知事はマイスターとして認定した者に認定証を交付する。 
６ マイスターは名簿（様式３）に記載し、県の Web サイト等で公表する。 
 ＜提出先＞ 
 〒460-0017 
 愛知県名古屋市中区松原二丁目 18 番 10 号 
 一般社団法人 愛知県木材組合連合会内 
 環境都市実現のための木造化・木質化推進あいち協議会 
 
（変更の届出） 

第５ マイスターは、名簿に記載した事項に変更があったときは、速やかに変更届

（様式４）を提出しなければならない。 
２ 知事は、前項の規定による届出があったときは名簿を更新する。 
 
（認定の取消し） 

第６ 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、マイスターの認定を取り消し、

名簿を更新するものとする。 
（１）本人が辞退届（様式５）を提出したとき。 
（２）認定を受けた者が死亡したとき。 
（３）知事が不適当と認めたとき。 
 
（内容確認の委嘱） 

第７ 県はマイスター認定にかかる推薦書の内容確認を協議会に委嘱する。 
 
（その他） 

第８ この要領に定めのない事項については別に定める。 
 
（附則） 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 



 
様式１ 

                               年  月  日 

 

あいち木造建築マイスター推薦書 

対象者 

（ふりがな） 

氏  名 

（                        ） 

 

住 所 

 

連絡先 

住 所：〒 

 

電 話： 

メール： 

勤務先 

名 称： 

住 所：〒 

 

電 話： 

ＦＡＸ： 

メール： 

Webサイト： 

専門分野 □設計 □建築 □加工 □流通 □建材 □その他 

県による連絡先等の個人情報公開の可否     □公開可  □公開不可 

主導的にかかわった 

木造建築物の実績 

（戸建て住宅を除く） 

 



 

※１ 氏名、勤務先を公表します。勤務先以外の連絡先を希望する場合は、備考欄に記入 

※２ 木造技術者育成講習の修了者は修了証の写しを添付 

※３ 木造建築物の実績について、建物名を列記 

※４ 必要事項を記入の上、環境都市実現のための木造化・木質化推進あいち協議会へ提出 

※５ 協議会から記載内容の確認をすることがあります  

過去の研修等における 

講師の実績 
例：○○主催 令和○年度○○シンポジウム 講師 

木材利用や木造建築に

関しての後進の育成や

指導、普及活動等の取

組状況 

 

木材・木造建築に関す

る職務経歴、役員・委

員の経歴、表彰など推

薦のポイント 

 

その他推薦事項  

推薦人 

団体名等 

(担当者氏名) 
 

住 所 

 

連絡先 

 

（                       ） 

 

住 所：〒 

 

電 話： 

メール： 

備考  



 
様式２ 

 
 
 
年  月  日 

 
 

あいち木造建築マイスターの推薦について 
 
 
 愛知県知事 殿 
 
 

住 所 名古屋市中区松原二丁目１８－１０ 
団体名  環境都市実現のための木造化・木質化推進あいち協議会 
代表者 会長 ○○○○ 

 
 

あいち木造建築マイスターとして○○〔推薦人〕より推薦のありました○○〔対象者〕につきま

して、推薦書の内容は適当であると認めます。 
 

 

  



 
 

様式３ 
あいち木造建築マイスター認定者名簿 

 

番号 ふりがな 
氏 名 

勤務先 
専門

分野 

備  考 
（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ，

Web ｻｲﾄ等） 
木造建築の事例 

名称 住所 電話番号 

        

        

        

        

        

        

        

 
 



 
様式４ 

                               年  月  日 

 

  愛 知 県 知 事 殿 

                                  

 氏名 

 

あいち木造建築マイスター変更届 

 

あいち木造建築マイスター認定者名簿の記載事項について、下記のとおり変更がありました

ので、あいち木造建築マイスター認定要領第５の規定に基づき、変更届を提出します。 

記 

１ 変更内容 

 （変更前） 

 

 （変更後） 

 

２ 変更が生じた日 

      年  月  日 
 

 



 
様式５ 

                               年  月  日 

 

  愛 知 県 知 事 殿 

                                                

氏名 

 

あいち木造建築マイスター辞退届 

 

あいち木造建築マイスターの登録を辞退したいので、あいち木造建築マイスター認定要領第

６の規定に基づき、辞退届を提出します。 


